
 　  
　 　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 　 　

　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

　 　

　 　

　

  

 

　 　

  

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　る地域づくり応援交付金」が活用されます。

　　同計画づくりには公募含む２４名が策定委員となり

　昨年６月から６回の会議を重ね、令和６年度から同１

　０年度までの「第３次錦織地域づくり計画」を策定。

　　３月下旬、A３サイズの概要版を錦織全戸に配布い

　たしました。

　

図書館等に進呈いたしました。なお錦織小学校全児童

と錦織保育園児（各きょうだいの家庭には１冊）には

公募した人を含めメンバーは１０名。昨年６月から５

回の会議を重ねながら製本に向けて取り組みました。

　会議では何に重点を置くかの話し合いの中で　・日

　絵本「はたおりぬまものがたり」が３月に完成し、

錦織小学校の児童等に無料配布をいたしました。

　同絵本は錦織の機織沼伝説を、子どもと大人が一緒

になって地域の歴史を伝承していただきたいとの目的

で「錦織絵本で学ぼう !  プロジェクト」を立ち上げ、

　動を実践する組織に事業費や運営費等の財政的支援す

　る「地域づくり計画」の第３次錦織版が３月上旬に完

　成。市から錦織地域振興会への交付金は、６年度で約

　１６０万円。内、人口割では一人当たり４００円×

　1３６４人と事業均等割等含む。主な事業は運動会・

　嵯峨立コミュニティ助成金・公民館まつり・青空市・

　公民館だより等の情報発信・子供交流・新春のつどい

　・郷土文化伝承・世代間交流・防災関連・組織運営費

　等の各種事業に、総会や役員会の承認を得て「がんば

しました。

３月中旬に配布いたしました。

　この絵本作成は、令和５年度錦織地域おこし事業の

一環として「がんばる応援交付金」の経費を充当いた

本昔ばなしのイメージ・機織沼の名前の由来やストリ

ー・対象年齢を５歳から１０歳位まで・読み手や聞き

手のイメージで想像が膨らむ・地域環境を守っていく

等を内容に、本の制作に取り組みました。

　絵本は２００冊（内ハードカバーは５０冊）を製本。

ハードカバーの絵本は、町内の公民館や児童館、市内

　

 

　
　
　
　
　

　

　　少子高齢化や過疎化、人口減少社会の到来など、社

　会構造の変化等に対応できる地域コミュニティ組織に

　地域づくり計画を策定してもらい、計画に基づいた活
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情報配信中！

４月号

２００冊製本／小学生・保育園児・図書館等へ配布

期間／令和６年度から５年間

錦織地域づくり計画の脚本が完成

絵本「はたおりぬまものがたり」を製本
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　 　 　　　地域振興会・公民館の各種催し等の内容や　
　 　 　　　貸出申請書等の手続きを掲載しています。　

　 　

　 　

　 　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　・　１日（月）年度初めの式（９時）職員辞令交付等

　・１４日（日）東和さくら祭り（１０時）／錦織公民館・駐車場

　・２３日（火）錦織料理教室移動研修（９時）／名取市方面
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　・２６日（金）錦織地域振興会・監査会（１０時）／錦織公民館

会　　　長　＝猪股　勇亀〔３区〕

副　会　長　＝千葉　文男〔５区〕

副　会　長　＝齊藤　和幸〔４区〕

公  民  館  長＝猪股　良雄

運動公園所長＝金野　金一

　　※利用時間が1時間未満の場合、1時間として計算されます。
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　・公の施設の使用料の減免等に関する規則も見直しされ、現行の減免団体や新たに追加される団体等

　　も含め、施設使用料の詳しい内容は、登米市のホームページまたは施設側に問合せ願います。

 

 

　施設使用料の改定に合わせて減免制度も見直しされます。手続き申請等にご留意を。
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　　登米市では令和6年4月1日から、市内の公共施設の使用料を改正することになりました。当市の

　使用料は平成18年度に見直しを行って以来、据え置きとなっており、公費負担・受益者負担の適正

　に向けた見直しを図ることを趣旨としています。

　　公共施設等の維持管理にかかる費用は、施設利用のサービスを受ける利用者からの使用料により、

　その一部を補っています。利用者から見れば、使用料は当然安価であることが望まれますが、使用

　料で賄いきれない維持管理費は、施設を利用していない市民等の税金等で賄われています。

　　今回の見直しは、施設利用者と施設を利用していない者との負担の公平性や受益者負担の適正化

　の観点から行うものとの説明がありました。市の趣旨等をご理解願います。
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　※【５月１０日（金）１９時／錦織地域振興会「総　会」予定】

　【お詫びと訂正】※公民館だより２月号「文芸コーナー」の紹介

　　で、誤記載がありましたのでお詫びと訂正をいたします。

　　【訂正後】・宿木の空に揺れをり年の朝　　　根本　文子

　　　　　　　・閉校の門に記念碑虎落笛　　　　松村　　正
 

主任事務職員＝佐藤　裕美

　

集落支援員　＝菅原　瑞季

主任事務職員＝渡邊沙耶香

　※【５月　１日（水）１９時／錦織地域振興会「役員会」予定】
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４月行事予定

「錦織公民館」と「東和総合運動公園」

「錦織地域振興会・錦織公民館」の

錦織地域振興会・錦織公民館の行事

内容や利用方法等を掲載しています。

情報配信中！

いいね ＆ともだち追加よろしくお願いします！

ホームページ

錦織公民館

令和 ６ 年 ４ 月号／第１ ４ ４ 号

錦織地域振興会・職員紹介

令和６年度も

よろしくお願いします

令和６年度錦織地区市民運動会は

１０月１３日（日）に開催します。

令和６年４月１日から「施設使用料等」が改正になります。

赤い数字は新使用料です。

〔１時間当たり／単位:円〕


